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諮問庁：国立大学法人東京大学 

諮問日：令和７年４月７日（令和７年（独個）諮問第１０号） 

答申日：令和７年７月９日（令和７年度（独個）答申第１９号） 

事件名：特定月実施の特定課程入学試験における本人の答案用紙等の一部開示

決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の１に掲げる文書（以下「本件文書」という。）に記録された保有

個人情報（以下「本件対象保有個人情報」という。）につき、その全部を

不開示とした決定について、諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分

は、不開示とすることが妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）７６条１項の規定

に基づく開示請求に対し、令和７年１月１７日付け第６－１４１号により

国立大学法人東京大学（以下「東京大学」、「処分庁」又は「諮問庁」と

いう。）が行った一部開示決定（以下「原処分」という。）について、そ

の取消しを求める。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人が主張する審査請求の理由は、審査請求書及び意見書の記載

によると、おおむね以下のとおりである。 

（１）審査請求書 

当方の試験採点に不審な点が大いにあるため、当方の答案用紙の開示

を請求します。第７８条１項７号柱書き及び同号ハに該当するとありま

すが、当方一人の解答用紙の開示と採点の確認が、法人の運営に悪影響

を与えるとは全く考えられません。また、当方試験領域を専門としてお

り、ほかの受験者の学力を今後さらに公正に判断するきっかけになるの

ではないでしょうか？到底採点結果には納得がいかず、明らかに不審な

点があるため、開示を再検討してください。 

（２）意見書 

東京大学で特定年Ａから明らかな不正な合否判断が、国立大学である

にもかかわらず繰り返しなされていた可能性が非常に高く、１科目は正

当な採点がなされ特定点数Ａ／５０と採点され（以前から特定点数Ｂ／

５０、特定点数Ｃ／５０と採点されている）ましたが、いまだ１科目は

不正に点数が抑えられて特定点数Ｄ／５０という得点が連続しており、
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不正な採点が継続していると認識しております。当方特定年Ｂ卒の医師

であり、試験内容は私の専門領域だからです。国民の税金を投入してい

る大学であり、税金を支払っている側からしても、不正な判断をする教

員、大学側を見過ごすことはできません。日本を代表する国立大学であ

る東京大学公正な入試が行われていないのですから、明らかにすべきで

す。答案用紙の開示を再度請求します。 

また、開示請求とは別になりますが、合否判断のプロセスを議事録な

どの文書で残していない点、ほかの学科では面接も点数化されています

が、医学研究科では点数化していないのも問題です。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件対象保有個人情報及び審査請求の対象について 

開示請求者は、東京大学（以下、第３において「本学」という。）特定

研究科が保有する「特定月実施の東京大学特定研究科特定課程の本人の答

案用紙及び当方の合否判定決定にかかわる文書すべて」の開示を求めてお

り、本学としては、該当する請求人の入試試験の筆記試験得点及び審査請

求人提出書類の全部開示を行ったうえで、以下の理由に該当する部分につ

いて不開示とする部分開示決定を令和７年１月１７日に行った。 

・本人の答案用紙については、採点委員による採点の経緯、部分点や採

点等の機微情報が記載されており、これを開示した場合、問題別の詳細

な配点や答案の採点、評価の仕方等が推測され、今後の入学試験におい

て公平・公正・正確に受験者の学力を把握することが極めて困難となる

等、入学試験業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあり、法第７８

条第１項第７号柱書及び同号ハに該当するため、不開示。 

・面接（口述試験）の点数については、総合的判定の材料ではあるがそ

の成績は点数化していないため、不存在。 

・開示文書以外の文書については、作成しておらず不存在。 

  これに対して開示請求者（審査請求人）は、令和７年２月１０日受付の

審査請求書により、答案用紙不開示の原処分を取り消し、答案用紙の開示

を求めている。 

２ 審査請求人の主張とそれに対する本学の見解について 

審査請求人は、本学が行った請求人の答案用紙の不開示決定に対し、

「当方の試験採点に不審な点が大いにあり、法７８条１項７号柱書き及び

同号ハに該当するとあるが、当方１人の解答用紙の開示と採点が、法人の

運営に悪影響を与えるとは全く考えらない。また、当方試験領域を専門と

しており、ほかの受験者の学力を今後さらに公正に判断するきっかけにな

ると考え、到底採点結果には納得がいかず、明らかに不審な点があるため、

開示を再検討すべき。」旨を主張し、答案用紙不開示の原処分を取消し、

答案用紙の開示を求めている。 
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しかしながら、本件対象保有個人情報の答案用紙については、採点委員

による採点の経緯、部分点や採点等の機微情報が記載されており、これを

開示した場合、問題別の詳細な配点や答案の採点、評価の仕方等が推測さ

れ、今後の入学試験において公平・公正・正確に受験者の学力を把握する

ことが極めて困難となるおそれがあり、さらには採点、評価方法及び今後

の問題の作成方法や採点方針にも影響を与えることにより、入学試験業務

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、法７８条１項７号柱書き

及び同号ハにより開示することができない。 

また、請求人の解答部分については、採点の経緯や部分点に係る機微情

報のみを塗抹した場合、その塗抹部分そのものの位置等により、採点の経

緯や基準が推測可能となるおそれがあり、開示することができない。 

したがって、本学の決定は妥当なものであると判断するとともに、審査

請求人の主張は支持できない。 

３ 結論 

以上のことから、本学は、本件について原処分維持が妥当と考える。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。 

① 令和７年４月７日     諮問の受理 

② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同月１７日        審議 

④ 同月２１日        審査請求人から意見書を収受 

⑤ 同年７月３日       本件対象保有個人情報の見分及び審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は、本件対象保有個人情報の開示を求めるものであり、処

分庁は、その全部を法７８条１項７号柱書き及び同号ハに該当するとして

不開示とする原処分を行った。 

これに対し、審査請求人は、原処分の取消しを求めるところ、諮問庁は

原処分を妥当としていたが、当審査会事務局職員をして改めて確認させた

ところ、別紙の２に掲げる部分（以下「不開示維持部分」という。）は不

開示を維持すべきであるが、その余の部分は新たに開示するとしているこ

とから、以下、本件対象保有個人情報の見分結果を踏まえ、不開示維持部

分の不開示情報該当性について検討する。 

２ 不開示維持部分の不開示情報該当性について 

（１）当審査会事務局職員をして、諮問庁に改めて確認させたところ、諮問

庁は、不開示維持部分には、採点委員の名前、採点委員による採点の経

緯、部分点や採点等の機微情報が記載されており、これを開示した場合、

今後の入試業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある旨、また、不
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開示維持部分における、いわゆる採点委員による採点（下線、記号、文

字等）が記載された部分は、採点委員の力点（どこに注目しているか等）

がわかるため、採点の記載がない解答部分についても、採点委員の力点

がないことがわかるため、いずれも今後の入試業務の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあり不開示としている旨説明する。 

（２）本件対象保有個人情報を見分すると、不開示維持部分の記載内容はお

おむね諮問庁の説明するとおりであると認められる。 

不開示維持部分の記載等に鑑みれば、当該部分を開示した場合に生じ

る「おそれ」に係る上記諮問庁の説明は、いずれも不合理であるとまで

はいえず、これを否定し難い。 

したがって、不開示維持部分は、法７８条１項７号柱書きに該当する

と認められ、同号ハについて判断するまでもなく、不開示とすることは

妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は、その他種々主張するが、いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから、本件対象保有個人情報につき、法７８条１項７号柱書

き及び同号ハに該当するとして不開示とした決定については、諮問庁がな

お不開示とすべきとしている部分は、同号柱書きに該当すると認められる

ので、同号ハについて判断するまでもなく、不開示とすることが妥当であ

ると判断した。 

（第５部会） 

委員 藤谷俊之、委員 石川千晶、委員 磯部 哲 
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別紙 

１ 本件対象保有個人情報が記録された文書（本件文書） 

特定月実施の医学系研究科医学博士課程入学試験の本人の答案用紙 

 

２ 諮問庁が不開示を維持すべきとしている部分 

本件文書の本人が記載した解答、同解答等への採点（下線、記号、文字等）

が記載された部分（「※採点」欄に記載された最終的な採点の記載を除く）

及び記載される可能性のある部分 

 


